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容量市場における論点（1/4） 

 以下の各論点については、9月6日の第10回制度検討作業部会において議論を行った。 

論点 概要 

1.容量市場と需給調整市場 
との関係 

容量市場で取引されるkW価値と、需給調整市場で取引される価値との間で、ど
のように整合性を確保するか。 

2.稀頻度リスクへの対応 
（大規模災害） 

我が国固有の稀頻度リスク（大地震等の大規模災害）への対応のために確保する
容量について、容量市場での位置づけをどのように考えるか。 

3.容量市場の地理的範囲 
容量オークションを全国単一で実施するか、エリア毎に実施するか。 
全国単一で実施する場合、連系線制約をどのように考慮するか。 
連系線制約を考慮し、エリア間値差が生じる場合、これをどのように扱うか。 

4.容量オークション外の相対
取引の扱い 

容量市場の導入如何に関わらず、発電事業者等と小売電気事業者は相対取引を行
うことが可能であるが、相対契約のある小売（自社電源を含む）に対し、容量
オークションを経由しない支払を認めるか。 

5.容量オークションへの参加 
発電事業者等が容量オークションに参加せず、入札しないことを認めるか。 
発電事業者等の裁量で、自由に容量オークションへの参加、不参加を決められる
場合、市場支配力の行使が懸念されることをどのように考えるか。 

6.容量確保時期と契約期間 
投資回収の予見性向上と、当初想定からの変動リスク拡大の観点から、容量確保
時期と契約期間をどのように考えるか。 

第10回制度検討作業部会で議論した論点 
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容量市場における論点（2/4） 

 以下の各論点については、10月6日の第12回制度検討作業部会において議論を行った。 

論点 概要 

7.容量市場の対象範囲と 
費用負担の考え方 

容量市場で取引されるkW価値はどの範囲までを対象とするか。 
容量市場で取引されるkW価値について、事業者の費用負担範囲をどこまでとす
るか。 

8.オークション制度の設計 
オークションの入札単位（電源単位、BG単位）、オークション外での二次取引、
電源差し替え等についてどのように考えるか。 

9.需要曲線の設定 
需要曲線の設定方法をどのように考えるか。PJM等と同様にモデルプラントの参
入価格を踏まえた上限価格の設定や、傾斜した需要曲線を設定するか。 

10.容量市場における 
リクワイアメント 

容量市場から対価を得るための要件をどのように設定するか。 
点検停止期間に制約を課すか。 
要件を満たすことをどのようにして確認するか。 

11.ペナルティ 
容量オークションの落札者がkW価値を提供できない場合のペナルティをどのよ
うに考えるか。 
kW価値を提供できなかった事業者等をどのようにして捕捉するか。 

第12回制度検討作業部会で議論した論点 
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容量市場における論点（3/4） 

論点 概要 

12.新設・既設の区分、 
経過措置 

新設電源と既設電源への支払額を区別するか否か。 
既設電源、特に償却が進んだ電源について、運開時に予想していなかった収益が
発生する可能性があることに留意し、当面は新設等と既設で市場を分ける等の対
応を行うか。 

13.費用精算の考え方 

小売電気事業者への請求額の確定、請求・回収方法をどうするか。 
発電事業者等への支払額の算定、支払方法をどうするか。 
kW価値を提供できなかった場合のペナルティ額の算定、請求・回収方法をどう
するか。 

14.市場支配的な事業者への
対応 

市場支配的な事業者が存在する場合、市場支配力の行使による悪影響が懸念され
るが、これをどのように軽減するか。 

 以下の各論点については、11月10日の第14回制度検討作業部会において議論を行った。 

第14回制度検討作業部会で議論した論点 
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容量市場における論点（4/4） 

論点 概要 

13.費用精算の考え方 
（続き） 

小売電気事業者の供給力確保義務の考え方や、市場管理者の位置づけ、取引を通
じた権利・義務関係等の法的な側面をどのように考えるか。 

15.電源の立地や特性等に 
鑑みたkW価値 

電源等は立地や特性によって実需給時点のパフォーマンスは様々であるが、電源
種別や系統混雑をどのように考慮するか。 
ネガワットなどのDRは容量市場の中でどのように評価されるべきか。 

16.他制度との整合性 
発電投資を回収することができる仕組みとして、需給調整市場や、電源入札制度
等があるが、容量市場の導入にあたり、これらの制度との整合性をどのように確
保するか。 

17.容量市場の情報公開・
フォローアップ 

オークションの情報公開範囲、効果検証方法をどうするか。 

 本日御議論いただきたい論点は以下のとおり。 

本日御議論いただきたい論点 
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論点１３：費用精算の考え方（市場管理者の位置づけ） 

 集中型の容量市場では、市場管理者が実需給年の数年前から容量オークションを開催して供給
力（kW価値）を一括確保した後、実需給年に小売電気事業者・一般送配電事業者（以後、
「小売電気事業者等」という）から必要な費用を徴収し、落札した発電事業者等への支払を行う
ことになり、確保と支払のタイミングが異なる。 

 このため、市場管理者である広域機関は、単に容量オークションを開催するだけでなく、費用の徴
収・支払を行う取引主体としての役割も担うことになる。 

発電事業者等 

メインオークション 容量確保契約(仮称)発効 容量確保契約(仮称)終了 

時間 

追加オークション 

N-4（4年前） N-1（1年前） N（実需給年） 

市場管理者（広域機関）※２ 

小売電気事業者・一般送配電事業者 

一括確保 

請求 徴収 

支払※１ 

・・・ 

※１ ペナルティとして、発電事業者等から落札時に保証金の事前支払を求める場合に返還額を減額することや、発電事業者等から 
   追加的な金銭の支払を求める場合に支払額がマイナスになることも含む 
※２ 市場管理者である広域機関は、リクワイアメント達成状況のアセスメント等、一般送配電事業者との間で必要な連携を行う 

一括確保 
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（参考）広域機関の役割と今後の検討の進め方 

 容量市場については、広域機関が市場管理者等として、一定の役割を果たすこととしている。 

2016年12月 
第3回電力システム改革貫徹のための政策小委員会 

事務局提出資料 



発電事業者等 
B社 
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論点１３：費用精算の考え方（発電事業者等と市場管理者との関係） 

 市場管理者は、落札した発電事業者等との間、及び、小売電気事業者等との間で、それぞれ費
用精算が必要となる。 

 容量オークションではkW価値を取引するが、取引の成立により、落札した発電事業者等は実需
給年において供給力を提供する（リクワイアメントを達成する）義務を負う一方で、その達成状況
と約定価格に応じて市場管理者から支払を受ける権利が生じるものと整理できる。 

 こうした容量オークションの取引によって生じる権利・義務関係は、市場管理者と落札した発電事
業者等との間で、電源単位での容量確保契約（仮称）を締結することで担保することとしてはど
うか。 

 なお、容量確保契約（仮称）に記載する具体的な内容や契約締結タイミング等については、市
場管理者である広域機関において検討することとしてはどうか。 

発電事業者等 
A社 

G１ G２ G３ 

市場管理者 
（広域機関） 

容量確保契約 
（仮称） 

容量確保契約 
（仮称） 

容量確保契約 
（仮称） 

容量確保契約（仮称）のイメージ 
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論点１３：費用精算の考え方（小売電気事業者と市場管理者との関係） 

 従来から電気事業法は、小売電気事業者に対して、供給電力量（kWh）の確保のみならず、
中長期的に供給能力（kW）を確保する義務を課していると考えられる。 

※小売電気事業の登録申請者は、小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力（kWで
表示したもの）の確保に関する事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。また、小売電気事業
者は、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。「容量を確保す
る」という用語は電気事業法に登場しないが、容量確保義務とは「kW価値を中長期的に確保する義務」であり、「中長期
的に供給能力（kWで表したもの）を確保する義務」と同義のため、供給能力確保義務には「容量確保義務が含まれる」
と考えられる。 

 容量市場の創設後は、国全体で必要な供給力（kW価値）を市場管理者である広域機関が
容量市場を通じて一括確保することとなり、容量市場は電気事業法上の供給能力確保義務を
達成するための手段と位置づけることができる。このことから、市場管理者である広域機関は、小売
電気事業者に対し、費用負担を求めることが可能と考えられる。 

 こうした前提の下、具体的には、市場管理者である広域機関が、「電源入札拠出金」と同様の位
置づけ（経済産業大臣の認可を必要とする広域機関の定款で規定）で「容量拠出金（仮
称）」として、会員である小売電気事業者等から費用を徴収することとしてはどうか。 

 なお、託送料金に算入されている費用については一般送配電事業者から徴収することになるが、
託送料金を通じて小売電気事業者が負担することに変わりはない。 

※市場管理者である広域機関は電気事業法第28条の40第5号に定める業務の一環として行うものと考えられる。 

※上記の考え方を前提とし、容量市場に係る広域機関と事業者間の取引に関する税、会計制度についても所用の措置を
検討する。その際、必要が生じた場合には、上記の整理を変更することもあり得る。 
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論点１３：費用精算の考え方（費用徴収の確実性） 

 市場管理者である広域機関が、会員である小売電気事業者等から容量拠出金（仮称）を徴
収する場合、その確実性の担保が課題となる。 

 仮に広域機関の会員である小売電気事業者等が費用支払に応じなかった場合、広域機関の定
款または業務規程に基づき、広域機関による当該会員の名称の公表や、当該会員に対する指
導または勧告若しくは制裁が行われることになると考えられる。 

 それでもなお、改善が見られない場合は、必要に応じ、電気事業法に基づく経済産業大臣による
供給能力確保その他必要な措置をとることの命令、あるいは、業務改善命令の発出が検討され
ることになる。このために必要な情報として、電気事業法に基づく監督命令により、広域機関に対し
て容量市場の実施状況を定期的に報告させることとしてはどうか。 

 また、小売電気事業者等による支払遅延や不払が発生した場合には、広域機関から発電事業
者等への支払に支障が生じる事態も否定できないことから、そうした場合に備え、広域機関におい
て、他の機関における実務等も参考にしながら、保証金の徴収や保険の活用など、リスクヘッジの
ための仕組みを検討しておくことも必要ではないか。 

※支払リスクを低減する観点から、請求については、毎月行うとともに、小売電気事業者の退出等があった場
合には、他の事業者の負担を速やかに見直す仕組みが必要なのではないか。 

＜英国の例＞ 
英国では、1か月の支払額の110％分を担保として毎月
徴収することとしている 

出所：EMR Settlement Limited  “Supplier Charges in the Capacity Market (Sept 2016)” 
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（参考）電気事業法（登録の申請、登録の拒否） 
電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号） 

 

（登録の申請） 

第二条の三  前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済
産業大臣に提出しなければならない。 

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二  主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 

三  小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項 

四  事業開始の予定年月日 

五  その他経済産業省令で定める事項 

２  （略） 

 

（登録の拒否） 

第二条の五  経済産業大臣は、第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書
若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
登録を拒否しなければならない。 

一  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける
ことがなくなつた日から二年を経過しない者 

二  第二条の九第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 

三  法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 

四  小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使
用者の利益の保護のために適切でないと認められる者 

２  経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなけ
ればならない。 
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（参考）電気事業法（供給能力の確保、業務改善命令、監督命令） 
電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号） 

 

（供給能力の確保） 

第二条の十二  小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供
給能力を確保しなければならない。 

２  経済産業大臣は、小売電気事業者がその小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないた
め、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応
ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（業務改善命令） 

第二条の十七  経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達
に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保
するために必要な限度において、その小売電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。 

（略） 

 
（監督命令） 

第二十八条の五十一 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程
の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 
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（参考）電気事業法（広域機関の業務） 
電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号） 

 

（業務） 
第二十八条の四十 推進機関は、第二十八条の四の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 
一 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 
二 第二十八条の四十四第一項の規定による指示を行うこと。 
三 送配電等業務（一般送配電事業者及び送電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下

この条において同じ。）の実施に関する基本的な指針（第二十八条の四十五、第二十八条の四十六及び第二十九条第二項にお
いて「送配電等業務指針」という。）を策定すること。 

四 第二十九条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定による検討及び送付を行うこと。 
五 入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者を募集する業務その他の発電用の電気工作物の

設置を促進するための業務を行うこと。 
六 送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行

うこと。 
七 送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。 
八 送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。 
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
十 前各号に掲げるもののほか、第二十八条の四の目的を達成するために必要な業務を行うこと。 
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論点１３：費用精算の考え方（精算プロセスの透明性） 

 容量市場では、市場管理者が全ての小売電気事業者・一般送配電事業者から費用を徴収して、
落札した発電事業者等に支払うことになるため、費用精算に係る一連のプロセスを可能な限り透
明化することが求められる。 

 このため、有識者や関係事業者が参加する形で、容量市場のリクワイアメントに対するアセスメント
結果を検証する場を設け、適切な情報公開に取り組む等の対応をとることとしてはどうか。 

 市場管理者においては、容量市場の費用徴収・支払に係る資金の勘定を区分経理する等、資
金管理を適切に行うことを求めることとしてはどうか。 
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論点１３：費用精算の考え方（小売への請求額配分方法） 

 11月10日の第14回制度検討作業部会では、小売電気事業者への請求額の算定方法につい
ては、エリアピーク時の電力（kW） に応じて配分する方法が望ましいという意見があった。 

 容量市場は供給力（kW価値）を取引する市場であり、ピーク時に必要となる設備の維持・増
強の観点からは、エリアピーク時の電力（kW） に応じて配分する方法には一定の合理性がある
と考えられる。 

 以上のことから、請求額の算定方法について新たに2案（①、②）を追加し、以下の4案から選
択することとしてはどうか。 

①エリアの年間ピーク時の電力（kW）に応じて配分する 

②エリアの月間ピーク時の電力（kW）に応じて配分する 

③小売電気事業者の最大電力（kW）に応じて配分する 

④小売電気事業者の最大電力（kW）を基準とした配分量と、電力量（kWh）を基準とした
配分量を組み合わせる（2:1法） 
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（参考）小売請求の配分方法の特色 

 小売電気事業者への請求額の算定方法については、大きく分けて、kWのシェアで配分する案と、
kWhのシェアで配分する案がある。 

 また、kWのシェアで配分する案については、エリアのピーク時のkWシェアで配分する案と、各小売
電気事業者の最大電力のシェアで配分する案がある。更に、年間の最大ピーク時のkWシェアで
配分する方法や、月間、日毎の最大ピーク時のkWシェアで配分する方法がある。 

 これらのいずれをとるか、あるいは、複数の方法を按分して組み合わせるかが論点となる。 

電力（kW）シェアで配分 電力量（kWh）シェアで配分 

小売事業者の最大電力(kW)に
応じて配分＜案１＞ 

小売事業者のエリアピーク時
の電力(kW)に応じて配分 

小売事業者の電力量（kWh）
に応じて配分＜案５＞ 

基本的な考え方 自らの電力供給に必要なkW
設備の高さに応じて負担 

ピーク用の設備維持・増強の
責任度合いに応じて負担 

設備の利用量（高さ・時間）
に応じて負担 

留意点 ピーク時以外に最大電力を出
したとしても、設備形成に直
結するわけではない 

エリアピークの発生時は天候
等によって変化し、予見可能
性が低い可能性がある 

ピーク設備形成の高さとは関
係が薄い 

＜配分方法の特色＞ 

年間ピーク＜案２＞ 月間ピーク＜案３＞ 日毎ピーク＜案４＞ 

基本的な考え方 年間最大ピークに備えて設備維
持・増強を行うという考え方と整
合的 

最大電力発生月以外にも備えて設
備形成を行う考え方と整合的。月
毎精算とも整合的 

予見可能性が比較的高いと考えら
れ、日毎精算をとる場合は整合的 

留意点 ピーク発生時の使用電力量によっ
て負担割合が大きく変動する 

年間ピークの寄与率とは異なる 計算が煩雑となる 

＜ピークについての考え方＞ 

2017年11月 
第14回制度検討作業部会 事務局提出資料 
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2017年11月 第14回制度検討作業部会 
 
【廣瀬委員】 
 そもそも容量市場の仕組みを導入する目的、何のために設備を持つのかということを考えますと、それは、エリア
ピーク時においても充分な容量を確保したいということだと思います。 
 したがいまして、案２、３、４の小売事業者のエリアピーク時の電力（kW）に応じて配分という考え方が最も適切
なのではないかと考えます。 
 案２か３か４かというのは技術的な違いであって、強い優劣はないかと思いますけれども、事業者の事務量のご負担
から、案２がよいのではないかと考えています。 
 電力量（kWh）のシェアで配分するという案５に関してですが、エリアピーク時以外の時間帯にどれだけ電気を売っ
ているのかという観点は、先ほど申し上げました容量市場導入の目的の観点と必ずしも重ならないと思います。そう考
えますと、案５は適切ではないと思います。 
 
【松村委員】 
 ピーク対応でkWが確保できていれば、他のところは作業停止等の調整は必要かもしれないけれども、そういう調整
をすれば他のところも足りるという発想からすると、ピーク時のkWに応じて課金するのが一番自然なやり方だと思い
ます。 
 kWh比というのが出てきているとしても、例えばイギリスの例とかを出していただいているわけですが、決して全時
間帯のkWh比ではなく、ピークの時期のkWh比ということであれば、全時間のkWh比よりは合理的かと思います。 
（略）しかしこれだけは何としてでも避けてほしいと思っている点があります。現時点では荒唐無稽かもしれないけれ
ども、例えば春とか秋とかに電気が大量に余っている状況下で、そのときには大量の電気を使う。つまり社会的な限界
費用がほぼゼロだというような局面では大量に使う。（略） 
 そういう人に売っている小売事業者が、しかし、春とか秋とかでは特定事業者に関してはたくさん消費するので、結
果的にこの負担が大きくなるのは、やはり制度の設計として変だと思う。どんな形にしたとしても、ある意味で需要の
とても高い時期、それはピンポイントでピークが出たときとするのか、夏、冬だけに絞るのか、いろいろな選択肢があ
ると思いますが、そこでのkWにしていただきたい。その意味で言うと、月ごとのkWという案は、私はそういう意味で
はとてもよくない案だと思います。 

（参考）容量市場の費用精算に関するこれまでの議論（1/4） 
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2017年11月 第14回制度検討作業部会 
 
【大山委員】 
 容量市場の基本は、ピーク時にちゃんと供給できるというところにあると思いますので、そういう意味では、私は基
本は年間のピークになるというのが一番素直な考えだというふうに思っています。 
（略）あと小売事業者の最大電力に応じて配分というのは、（略）例えば、春や秋にピークのある事業者と夏ピークの
事業者が合併すれば、ピークが変わっているので、足した額より払う額がかなり減るということになるはずです。 
 ということは何を言いたいかというと、需要には不等時性があるので、規模が大きい事業者ほど全体の事業者ごとの
最大電力ということだと、どちらかというと有利になるという面があると思っています。 
 そういう意味では、案１から案５の中で、２、３、４、５は規模に関係なく同じように、要するに小さい事業者が合
併しても変わらない。だけれども、案１だけは合併したら変わるかもしれないというので、ちょっと性質が違うなとい
うような気がしております。 
 
【安藤委員】 
 私も案２がいいのかなと思っております。 
 容量市場は最大ピーク時に発電が足りるということが目的だというふうに考えてはおりますが、そのピークを引き下
げると。ピーク時の利用をあえて避けるような行動を誘導するということも大事かなと思っております。 
 では、小売事業者が払うとしても、結局は需要家が負担するという観点から、案１、小売事業者の最大電力に応じて
配分するとなった場合に、需要家であったり、また小売事業者がどのように行動するかと考えてみますと、別にピーク
時から動かす必要はないんです。自分の通年での最大電力をできるだけ引き下げる。つまり、平準化する方向に行けば
いいんですが、ピーク時を減らそうという行動はとらないと。 
（略）エリアピーク時の電力に応じた配分としたときが一番そこを下げて、実質的な負担を減らそうというインセン
ティブが働いて、ほかの時期に逃げようとするんではないか。 
 そういう観点からは、エリアピーク時の電力に応じて配分するのがいいのではないかと感じました。 

（参考）容量市場の費用精算に関するこれまでの議論（2/4） 
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2017年11月 第14回制度検討作業部会 
 
【大橋委員】 
 費用精算の部分ですけれども、考え方としては容量市場で顕在化されたkW価値をきちんとシグナルに基づいて小売
事業者が行動する。そういう行動を促すような形の費用精算のあり方であるべきで、ではどういう方向に行動を促すべ
きかというと、容量市場のそもそもの目的を考えてみると、供給信頼度が確保できるだけのkWをきちんと担保すると
いうような考え方からすれば、そのkWをいかに効率的に減らすのかという方向でのこの小売事業者へのインセンティ
ブをきちんと働かせるということなのだと思います。 
 そういう意味では、供給信頼度とピークとが結びついているのであれば、ピークを減らすような方向での費用分担の
あり方というのが恐らくいいのだろうと思うんですけれども、他方で、シグナルとして行動を促す際に予見性がないと
いうことだと、そもそも行動できないということなので、ここは結構問題かなというふうに思います。 
（略）その予見可能性をどうやって高めてやるのかというのは、今後議論させていただければなというところなのかな
というふうに思います。 
 
【小宮山委員】 
 私も年間ピークを支持させていただきます。容量市場の制度の趣旨からいたしまして、電力システム全体の火力の計
画外停止率や再エネのkW価値、それぞれの電源の特性を踏まえた上でシステム全体のアデカシーを入札で一括してkW
を調達するという、そういう趣旨からいたしましても年間ピークという案が自然で、非常に受け入れやすいのではない
かと思います。少なくとも年間ピーク、もしくは年間ピークを考慮に入れた制度の設計というのが非常に必要なのでは
ないかと私自身は感じております。 

（参考）容量市場の費用精算に関するこれまでの議論（3/4） 
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2017年11月 第14回制度検討作業部会 
 
【鍋田オブザーバー】 
 費用精算の考え方ですけれども、皆さんお話になっているとおり、私も容量市場の趣旨に鑑みますと、kWhではなく
てkWを用いるのが自然だと思っています。そのときに、小売事業者の供給力、小売事業者の最大電力に応じて配分す
る。これも一理あると思いますし、それからあともう一つは、ピーク需要をカットできるということでいきますと合理
的な設備形成になりますので、ピーク需要を用いるということもあると思っています。 
 ではどこにピーク需要をとるのかということについて、夏の夏季昼間帯に限るかどうかは、今広域機関のほうでも信
頼度評価の評価方法を検討されているので、それとの整合を考慮して検討を進めていけばいいのではないかというぐあ
いに思います。 
 
【内藤オブザーバー】 
 精算方法につきましては多くのご意見がございましたように、kW価値を取引する市場でございますので、kWhより
はkWを念頭に置いた配分をするのが自然ではないかと考えてございます。 
 
【新川オブザーバー】 
 請求額の算定方法でございますけれども、容量価値を負担する小売事業者の利益に直結する問題でございますので、
算定方法が公平であることに加えて、小売電気事業者の理解が得られる方法が採用されるべきと考えます。 
 今回、大きく分けてkWとkWhの２案が提示されていますが、容量市場の制度趣旨からすると、kWシェアで配分を
行う考え方が素直であるというふうには考えていますが、公平性及び透明性の観点から、kWhシェアをも考慮して配分
を行うという考え方も成り立つと考えられますので、引き続き小売事業者の意見をしっかりと確認した上で検討を進め
ていただければと思います。 

（参考）容量市場の費用精算に関するこれまでの議論（4/4） 
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論点１３：費用精算の考え方（小売への請求額配分方法） 

 ①エリアの年間ピーク時の電力（kW）に応じて配分する案とした場合、以下の問題があるのでは
ないか。 

 年間1点のピーク時に依存するため、小売電気事業者にとって予見可能性が低い 

 小売電気事業者のシェアが年度内で変動した場合、速やかに調整することが難しい 

 小売電気事業者の合併、事業譲渡、倒産等が生じた場合、速やかに調整することが難しい 

 また、リクワイアメント遵守の観点からは、需給ひっ迫のおそれがあるときのみでなく、年間で一定時
期や一定時間以上、稼働可能な計画とすることを求めている。 

 以上のことを踏まえると、②エリアの月間ピーク時の電力（kW）に応じて配分する案を基本として
はどうか。 
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（参考）月間ピーク時の電力シェア配分イメージ 

 ②エリアの月間ピーク時の電力（kW）に応じて配分する案は、以下のようなイメージとなる。 

 国全体の年間費用総額をエリア別に調達量に応じて配分（市場分断が発生した場合は配
分に反映） 

 年間費用総額を各月に配分（エリアの月別最大需要を踏まえて配分） 

 各月の費用配分額を月間最大需要時におけるシェア（kW）に応じて各小売に配分 

※月間最大需要については、月間ピーク時3日分の平均需要（30分コマ）などが考えられる。 

１ 5 10 15 20 25 30 

月間最大需要 
小売Aのシェア 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

年間費用 
総額 

各月費用配分額（月別最大需要を踏まえて配分） 

月間最大需要 
（最大3日平均需要をとる場合） 

小売Aのシェア 

小売Aの配分額 
（月間最大需要時の 
小売Aのシェアに 

応じて配分） 
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（参考）エリアの月間ピーク時の電力需要 

 2016年度のエリア別の月間最大需要（最大3日平均需要）時の電力（kW）の実績値は以
下のとおり。  

エリア別の月間最大需要（最大3日平均需要）時の小売BGの電力（kW）合計値（2016年度） 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

北海道 3,906 3,639 3,659 3,904 4,216 4,089 4,216 4,647 4,966 5,162 5,114 4,466 51,982 

東北 10,533 9,816 10,221 11,732 12,748 12,115 10,393 11,989 12,736 13,629 13,336 12,419 141,666 

東京 37,230 39,157 40,590 48,083 51,057 47,383 40,820 44,233 44,203 48,433 47,140 43,900 532,230 

中部 17,591 18,673 19,906 22,726 24,333 22,543 19,692 19,427 20,768 23,175 22,026 20,672 251,533 

北陸 3,680 3,748 3,981 4,633 4,873 4,464 3,884 4,142 4,577 5,075 4,920 4,604 52,581 

関西 18,147 19,307 20,590 24,874 26,490 24,026 20,549 19,874 22,028 24,441 23,772 21,346 265,443 

中国 7,531 7,748 8,373 9,868 10,473 9,269 8,419 8,242 9,128 10,199 9,822 8,885 107,957 

四国 3,487 3,617 4,017 4,833 5,200 4,453 4,023 3,737 4,137 4,600 4,470 4,033 50,607 

九州 10,206 10,919 12,301 14,667 15,398 13,365 12,651 11,544 12,665 14,213 13,730 12,400 154,060 

合計 112,310 116,623 123,638 145,321 154,788 141,708 124,647 127,835 135,208 148,926 144,330 132,725 1,608,059 

（単位：千kW） 

出所：各社Web公表一時間値より集計 
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（参考）エリアの月間ピーク発生日時（2016年4月～6月） 

 2016年4月～6月のエリア別の月間最大3日電力需要の発生日時は以下のとおり。 

エリア 順位 
2016年4月 2016年5月 2016年6月 

発生日 時間帯 需要[MWh] 発生日 時間帯 需要[MWh] 発生日 時間帯 需要[MWh] 

北海道 
① 2016/4/11 18:00 3,994 2016/5/11 11:00 3,675 2016/6/30 16:00 3,689 

② 2016/4/13 18:00 3,876 2016/5/25 11:00 3,626 2016/6/3 13:00 3,655 

③ 2016/4/7 18:00 3,847 2016/5/12 10:00 3,615 2016/6/14 13:00 3,634 

東北 
① 2016/4/7 11:00 10,605 2016/5/26 14:00 9,977 2016/6/21 11:00 10,254 

② 2016/4/11 18:00 10,536 2016/5/23 14:00 9,818 2016/6/22 14:00 10,223 

③ 2016/4/4 10:00 10,458 2016/5/24 14:00 9,652 2016/6/29 14:00 10,187 

東京 
① 2016/4/7 11:00 37,880 2016/5/24 13:00 40,180 2016/6/20 14:00 41,580 

② 2016/4/5 10:00 37,470 2016/5/23 14:00 38,820 2016/6/27 14:00 40,450 

③ 2016/4/11 18:00 36,340 2016/5/26 14:00 38,470 2016/6/17 13:00 39,740 

中部 
① 2016/4/7 14:00 17,963 2016/5/24 13:00 18,780 2016/6/23 13:00 20,349 

② 2016/4/12 9:00 17,458 2016/5/26 14:00 18,658 2016/6/21 14:00 19,781 

③ 2016/4/13 10:00 17,352 2016/5/23 14:00 18,582 2016/6/22 14:00 19,587 

北陸 
① 2016/4/7 11:00 3,732 2016/5/26 14:00 3,842 2016/6/21 14:00 4,012 

② 2016/4/11 18:00 3,661 2016/5/24 14:00 3,760 2016/6/22 14:00 3,976 

③ 2016/4/4 11:00 3,647 2016/5/31 14:00 3,642 2016/6/15 14:00 3,954 

関西 
① 2016/4/7 11:00 18,771 2016/5/26 14:00 19,517 2016/6/21 16:00 20,846 

② 2016/4/21 18:00 17,843 2016/5/23 14:00 19,392 2016/6/15 15:00 20,517 

③ 2016/4/13 14:00 17,826 2016/5/24 11:00 19,012 2016/6/23 13:00 20,407 

中国 
① 2016/4/7 10:00 7,625 2016/5/27 14:00 7,765 2016/6/23 14:00 8,439 

② 2016/4/21 11:00 7,569 2016/5/26 14:00 7,764 2016/6/15 13:00 8,368 

③ 2016/4/1 10:00 7,400 2016/5/31 14:00 7,715 2016/6/20 14:00 8,311 

四国 
① 2016/4/7 13:00 3,520 2016/5/31 14:00 3,680 2016/6/23 13:00 4,140 

② 2016/4/1 10:00 3,490 2016/5/30 14:00 3,600 2016/6/21 14:00 4,010 

③ 2016/4/21 11:00 3,450 2016/5/26 14:00 3,570 2016/6/15 11:00 3,900 

九州 
① 2016/4/7 11:00 10,294 2016/5/26 14:00 11,100 2016/6/24 14:00 12,502 

② 2016/4/13 18:00 10,261 2016/5/31 14:00 10,836 2016/6/23 13:00 12,307 

③ 2016/4/21 11:00 10,062 2016/5/25 14:00 10,822 2016/6/10 15:00 12,095 

出所：各社Web公表一時間値より集計 
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（参考）エリアの月間ピーク発生日時（2016年7月～9月） 

 2016年7月～9月のエリア別の月間最大3日電力需要の発生日時は以下のとおり。 

エリア 順位 
2016年7月 2016年8月 2016年9月 

発生日 時間帯 需要[MWh] 発生日 時間帯 需要[MWh] 発生日 時間帯 需要[MWh] 

北海道 
① 2016/7/29 11:00 3,963 2016/8/8 16:00 4,249 2016/9/1 18:00 4,186 

② 2016/7/28 11:00 3,926 2016/8/4 16:00 4,225 2016/9/2 15:00 4,075 

③ 2016/7/27 11:00 3,822 2016/8/2 16:00 4,174 2016/9/7 18:00 4,006 

東北 
① 2016/7/29 14:00 12,316 2016/8/5 14:00 12,860 2016/9/5 14:00 12,566 

② 2016/7/28 14:00 11,627 2016/8/8 14:00 12,747 2016/9/6 11:00 11,928 

③ 2016/7/25 14:00 11,252 2016/8/4 14:00 12,638 2016/9/2 11:00 11,850 

東京 
① 2016/7/4 14:00 48,380 2016/8/9 14:00 53,320 2016/9/6 14:00 48,570 

② 2016/7/7 14:00 48,140 2016/8/5 14:00 50,330 2016/9/5 14:00 47,460 

③ 2016/7/14 13:00 47,730 2016/8/10 11:00 49,520 2016/9/7 14:00 46,120 

中部 
① 2016/7/7 14:00 23,126 2016/8/8 14:00 24,908 2016/9/7 13:00 23,021 

② 2016/7/5 11:00 22,576 2016/8/9 14:00 24,203 2016/9/2 14:00 22,337 

③ 2016/7/4 14:00 22,477 2016/8/5 14:00 23,889 2016/9/6 13:00 22,272 

北陸 
① 2016/7/29 14:00 4,709 2016/8/25 14:00 4,970 2016/9/7 13:00 4,500 

② 2016/7/28 14:00 4,702 2016/8/8 11:00 4,854 2016/9/5 14:00 4,496 

③ 2016/7/27 14:00 4,489 2016/8/5 14:00 4,794 2016/9/6 14:00 4,396 

関西 
① 2016/7/5 14:00 25,412 2016/8/22 13:00 26,569 2016/9/7 15:00 24,978 

② 2016/7/7 16:00 24,834 2016/8/8 15:00 26,480 2016/9/6 13:00 24,195 

③ 2016/7/4 14:00 24,375 2016/8/5 15:00 26,420 2016/9/2 16:00 22,905 

中国 
① 2016/7/29 13:00 9,957 2016/8/25 14:00 10,577 2016/9/6 14:00 9,674 

② 2016/7/5 14:00 9,868 2016/8/22 13:00 10,482 2016/9/7 14:00 9,163 

③ 2016/7/28 14:00 9,779 2016/8/26 13:00 10,360 2016/9/27 14:00 8,970 

四国 
① 2016/7/5 14:00 4,880 2016/8/22 14:00 5,320 2016/9/7 13:00 4,570 

② 2016/7/4 14:00 4,830 2016/8/9 14:00 5,160 2016/9/6 14:00 4,510 

③ 2016/7/28 13:00 4,790 2016/8/8 16:00 5,120 2016/9/28 11:00 4,280 

九州 
① 2016/7/28 14:00 14,915 2016/8/22 14:00 15,503 2016/9/6 16:00 13,455 

② 2016/7/29 15:00 14,723 2016/8/19 13:00 15,369 2016/9/7 14:00 13,454 

③ 2016/7/5 14:00 14,364 2016/8/23 14:00 15,322 2016/9/27 14:00 13,187 

出所：各社Web公表一時間値より集計 
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（参考）エリアの月間ピーク発生日時（2016年10月～12月） 

 2016年10月～12月のエリア別の月間最大3日電力需要の発生日時は以下のとおり。 

エリア 順位 
2016年10月 2016年11月 2016年12月 

発生日 時間帯 需要[MWh] 発生日 時間帯 需要[MWh] 発生日 時間帯 需要[MWh] 

北海道 
① 2016/10/31 17:00 4,266 2016/11/24 17:00 4,670 2016/12/22 15:00 5,008 

② 2016/10/24 17:00 4,218 2016/11/29 16:00 4,636 2016/12/13 9:00 4,954 

③ 2016/10/27 17:00 4,163 2016/11/25 16:00 4,635 2016/12/16 16:00 4,935 

東北 
① 2016/10/31 17:00 10,470 2016/11/24 17:00 12,134 2016/12/16 17:00 13,051 

② 2016/10/28 17:00 10,403 2016/11/25 9:00 11,975 2016/12/15 17:00 12,717 

③ 2016/10/3 17:00 10,307 2016/11/29 17:00 11,858 2016/12/14 17:00 12,441 

東京 
① 2016/10/4 14:00 41,830 2016/11/24 17:00 47,680 2016/12/16 17:00 45,200 

② 2016/10/6 13:00 41,770 2016/11/25 9:00 43,600 2016/12/15 17:00 44,050 

③ 2016/10/3 14:00 38,860 2016/11/30 17:00 41,420 2016/12/12 17:00 43,360 

中部 
① 2016/10/6 11:00 19,797 2016/11/25 9:00 19,525 2016/12/16 17:00 20,874 

② 2016/10/4 14:00 19,734 2016/11/24 10:00 19,416 2016/12/13 9:00 20,778 

③ 2016/10/3 11:00 19,546 2016/11/30 9:00 19,339 2016/12/15 17:00 20,652 

北陸 
① 2016/10/3 14:00 3,938 2016/11/25 9:00 4,164 2016/12/16 9:00 4,906 

② 2016/10/4 11:00 3,915 2016/11/9 16:00 4,151 2016/12/15 9:00 4,480 

③ 2016/10/6 14:00 3,800 2016/11/24 17:00 4,111 2016/12/14 17:00 4,345 

関西 
① 2016/10/3 11:00 21,046 2016/11/29 17:00 20,005 2016/12/16 17:00 22,343 

② 2016/10/4 14:00 20,477 2016/11/30 17:00 19,852 2016/12/15 17:00 22,042 

③ 2016/10/5 16:00 20,123 2016/11/10 17:00 19,766 2016/12/14 17:00 21,699 

中国 
① 2016/10/3 14:00 8,567 2016/11/30 9:00 8,284 2016/12/16 9:00 9,346 

② 2016/10/4 13:00 8,360 2016/11/29 18:00 8,259 2016/12/15 17:00 9,166 

③ 2016/10/5 14:00 8,329 2016/11/28 18:00 8,182 2016/12/19 9:00 8,873 

四国 
① 2016/10/5 14:00 4,060 2016/11/30 17:00 3,780 2016/12/16 17:00 4,230 

② 2016/10/6 13:00 4,010 2016/11/29 18:00 3,720 2016/12/15 17:00 4,130 

③ 2016/10/4 13:00 4,000 2016/11/28 17:00 3,710 2016/12/14 17:00 4,050 

九州 
① 2016/10/3 13:00 12,787 2016/11/24 18:00 11,573 2016/12/16 18:00 13,063 

② 2016/10/4 14:00 12,592 2016/11/28 18:00 11,546 2016/12/15 18:00 12,863 

③ 2016/10/6 13:00 12,573 2016/11/25 18:00 11,514 2016/12/14 18:00 12,069 

出所：各社Web公表一時間値より集計 
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（参考）エリアの月間ピーク発生日時（2017年1月～3月） 

 2017年1月～3月のエリア別の月間最大3日電力需要の発生日時は以下のとおり。 

エリア 順位 
2017年1月 2017年2月 2017年3月 

発生日 時間帯 需要[MWh] 発生日 時間帯 需要[MWh] 発生日 時間帯 需要[MWh] 

北海道 
① 2017/1/24 9:00 5,189 2017/2/3 4:00 5,190 2017/3/3 18:00 4,474 

② 2017/1/25 9:00 5,184 2017/2/2 9:00 5,150 2017/3/8 4:00 4,469 

③ 2017/1/31 9:00 5,112 2017/2/21 9:00 5,002 2017/3/7 18:00 4,454 

東北 
① 2017/1/24 17:00 13,711 2017/2/2 9:00 13,703 2017/3/8 9:00 12,513 

② 2017/1/13 17:00 13,592 2017/2/7 17:00 13,240 2017/3/7 18:00 12,442 

③ 2017/1/12 17:00 13,583 2017/2/3 9:00 13,064 2017/3/15 9:00 12,301 

東京 
① 2017/1/20 17:00 48,990 2017/2/9 17:00 49,570 2017/3/27 10:00 45,350 

② 2017/1/24 18:00 48,460 2017/2/10 17:00 46,510 2017/3/15 18:00 43,410 

③ 2017/1/23 18:00 47,850 2017/2/7 18:00 45,340 2017/3/7 18:00 42,940 

中部 
① 2017/1/16 9:00 23,371 2017/2/9 9:00 22,342 2017/3/8 9:00 20,773 

② 2017/1/24 9:00 23,212 2017/2/14 9:00 21,934 2017/3/2 9:00 20,749 

③ 2017/1/25 9:00 22,941 2017/2/2 9:00 21,803 2017/3/7 18:00 20,493 

北陸 
① 2017/1/24 10:00 5,150 2017/2/2 9:00 5,025 2017/3/8 9:00 4,712 

② 2017/1/23 10:00 5,049 2017/2/7 9:00 4,903 2017/3/9 9:00 4,555 

③ 2017/1/25 9:00 5,026 2017/2/13 9:00 4,831 2017/3/7 14:00 4,546 

関西 
① 2017/1/23 17:00 24,756 2017/2/9 10:00 24,286 2017/3/8 18:00 21,406 

② 2017/1/24 9:00 24,647 2017/2/10 9:00 23,546 2017/3/7 18:00 21,369 

③ 2017/1/20 9:00 23,919 2017/2/14 9:00 23,485 2017/3/2 9:00 21,263 

中国 
① 2017/1/17 9:00 10,230 2017/2/10 9:00 10,071 2017/3/8 8:00 8,916 

② 2017/1/26 8:00 10,197 2017/2/1 9:00 9,718 2017/3/1 9:00 8,872 

③ 2017/1/24 9:00 10,170 2017/2/14 9:00 9,676 2017/3/9 8:00 8,868 

四国 
① 2017/1/23 18:00 4,730 2017/2/10 18:00 4,640 2017/3/8 18:00 4,110 

② 2017/1/24 18:00 4,590 2017/2/9 18:00 4,400 2017/3/7 18:00 4,010 

③ 2017/1/16 18:00 4,480 2017/2/14 9:00 4,370 2017/3/9 18:00 3,980 

九州 
① 2017/1/23 18:00 14,470 2017/2/10 18:00 14,410 2017/3/8 19:00 12,640 

② 2017/1/24 18:00 14,300 2017/2/9 18:00 13,730 2017/3/7 19:00 12,340 

③ 2017/1/25 8:00 13,870 2017/2/13 8:00 13,050 2017/3/2 18:00 12,220 

出所：各社Web公表一時間値より集計 
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論点１５：電源の立地や特性等に鑑みたkW価値（総論） 

 電源等は、立地する場所やその特性等によって、設備容量のうち、実需給時点でエリアの供給力
として期待できる量（以後、「期待容量」という）が異なる。容量市場における容量の確保にあ
たっては、市場管理者が容量オークションの際に、電源等の期待容量を適切に算定した上で、国
全体で必要となる量を算定し、確保するという考え方が基本になるのではないか。 

 このため、電源等の設備容量に対し、調整係数を乗じることにより、期待容量を評価することとして
はどうか。 

電源等の 
設備容量 
（kW） 

電源等の特性による影響（イメージ） 

電源毎の特性 
電源Ａ 

（稼働10年) 
電源Ｂ 
(新設） 

電源種 
ガス

（CCGT） 
太陽光 

設備容量(理論値) 10万kW 10万kW 

ピーク出力 
(夏季) 

9万kW 0~7万kW 

需要ピーク時の 
供給信頼度 

高 ０～中* 

*ピーク需要が夜になる場合は０とされる可能性がある 

調整係数と期待容量の関係 

調整係数 
（0～1） 

期待容量 
（kW価値） 

× ＝ 

Detailed Design Proposal 
61.英国のde-ratingの目的はpre-
qualification時に系統内の信頼で
きる供給力量を把握するため 
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論点１５：電源の立地や特性等に鑑みたkW価値（立地による影響） 

 第10回制度検討作業部会において、容量オークションの実施については、連系線の運用制約や
各エリアの供給信頼度等を考慮した上で、全国単一オークションを基本とする方向で整理した。 

 また、広域機関における議論では、全国単一オークションでの実施については、連系線の運用制
約を考慮してあらかじめ分断エリアを決めておくのではなく、オークションの入札結果が連系線の期
待量を超過した際に市場分断させる方向で検討が進められている。 

 したがって、電源等の立地による影響については、オークションの約定処理において連系線の運用
制約を考慮することによって対応することとし、調整係数の設定においては考慮しないこととすべきで
はないか。 

 日本におけるエリア毎の設備形成を踏まえると、海外事例のようにあらかじめ分断エリアを決めることは

難しいと考えられる。

 日本のオークション制度においては、 「封印入札・第1価格決定方式」として、入札結果が連系線の

期待量を超過した場合には市場分断させる方向としてはどうか。

（小売事業者への請求総額は、分断した市場毎に算定し、分断エリア内の小売事業者で負担してはどうか）

※徴収額と支払額の差額の扱いについては、引き続き検討を行う

 ただし、市場分断の蓋然性が高く、市場支配力の行使が懸念されるエリアについては、市場設計・監

視のあり方を引き続き検討することが必要である。

 また、連系線の期待量の設定によって、エリアの供給信頼度や約定結果が影響を受けるため、「調整

力及び需給バランス評価等に関する委員会」と協調して検討を進めていく。

2017年10月 電力広域的運営推進機関 
第5回容量市場の在り方等に関する検討会 事務局提出資料 
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論点１５：電源の立地や特性等に鑑みたkW価値（特性による影響） 

 電源等の特性に応じた調整係数の設定については、仮に事業者が任意に規律なく行うこととすれ
ば、①保有する電源等の期待容量を過大評価し、容量市場からの収入を最大化する行動をとる
ことや、② 期待容量を過小評価することでオークションへの供出量を減らして価格をつり上げる等、
市場管理者による必要な供給力の確保に支障をきたす可能性がある。 

 容量市場で調達する容量の必要量は、系統の供給信頼度評価の考え方を踏まえて設定される
ことに鑑みれば、個々の電源等の特性に係る調整係数の設定についても、系統の供給信頼度評
価の考え方と整合性を確保する必要があるのではないか。 

 仮に、発電事業者等が容量市場で入札する際に用いる期待容量と、供給計画上の数値等に不
整合が生じる場合には、市場管理者である広域機関において、参加登録時又は供給計画提出
時に理由を確認する等の対応をとってはどうか。 

※供給計画の届出対象外の者が容量市場で入札する際も、期待容量が適切であるかどうかを検証する必
要があり、供給計画に代わる同種の情報提出を求める等の仕組みを検討することも必要ではないか。 

Detailed Design Proposal 
62.英国では、市場支配力行使や
ゲーミングを避ける観点から、管
理者が集中的に係数を設定 
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（参考）電源別の供給能力の算定方法 

 電気事業法第二十九条の規定により、電気事業者は毎年度、供給計画を届け出る必要がある。 

 広域機関では毎年度、供給計画の取りまとめを行い、供給信頼度基準に基づいて、必要な供給
予備率を設定し、需給バランス評価を実施している。 

 電気事業者は、電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドラインにおける供給能力
（kW）の算定方法にしたがって供給能力を算定することとなっている。 

出所：資源エネルギー庁  “電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドライン（平成28年12月）” 

（ア）水力 

・水力発電所の供給能力は自流式、貯水池式及び揚水式の可能発電電力の合計から、所
内消費電力及び計画補修等による停止電力を差し引いたものとする。自流式水力発電所
の可能発電力の算定に当たっての出水資料の期間は、原則として、至近30ヶ年とする。 

・自流式水力の供給電力は最渇水日（第Ⅴ出水時点：Ｐ７参考文献を参照のこと）の平
均可能発電力に調整能力を加算したものとする。 

・貯水池式水力及び自流分のある揚水式水力の平水年可能発電力は、原則として至近
30ヶ年の流入量を基礎とし、貯水池使用計画により算定する。 

・供給能力計算において潜在出力を生じた場合は、既設水力調整能力、揚水式から控除
することを原則とする。 

（ウ）新エネルギー等 

・最大需要電力発生時に安定して発電し得る場合のみ、計上できる。 

 ＜注：計上に当たっては、安定して発電し得る旨の説明が必要。＞ 

・風力および太陽光の供給能力は、原則として「総合資源エネルギー調査会 基本政策分
科会 電力需給検証小委員会」における議論を踏まえた以下の手法により、供給区域の一
般送配電事業者が算定のうえ提示するＬ５出力比率（当該供給区域における単位設備容
量あたりの供給能力：広域機関において公表）を用いて算定すること。ただし、その他
合理的な算定方法により供給力を評価することは妨げない。 

 ①風力 

・風力発電の供給能力は、過去の発電実績が把握可能な期間について、水力の評価手
法を参考に、最大需要発生時（月内は同一時刻）における発電実績の下位５日平均値
により評価する。 

 ②太陽光 

・太陽光発電の供給能力は、過去２０ヶ年の最大３日平均電力の該当日において、エ
リアの一般送配電事業者が指定する時間における、発電推計データ（計６０データ）
から、水力の評価手法を参考に下位５日平均値を算出し、これより自家消費分（算定
対象期間は直近の５年間）を減じて評価する。 

なお、小売電気事業者においては、自社の最大需要月時における評価も行うこと。   

（イ）火力及び原子力 

・火力及び原子力発電所の供給能力は、
設備容量から大気温の影響による能力を
減じた発電能力より、所内消費電力及び
計画補修等による停止電力を差し引いた
ものとする。 

イ．電源別供給能力の算定方法 
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論点１５：電源の立地や特性等に鑑みたkW価値（計画外停止）（1/2） 

 個々の電源等ごとに計画外停止の発生頻度は異なるため、期待容量の算定にあたって、そうした
要素を調整係数において考慮すべきかが問題となる。 

 この点について、現在の必要予備力の考え方においては、偶発的需給変動対応として電源等の
計画外停止率を加味しており、個々の電源等について計画外停止の発生頻度を考慮することに
はなっていない。 

出所：2014年9月 第8回制度設計ワーキンググループ 事務局提出資料 
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論点１５：電源の立地や特性等に鑑みたkW価値（計画外停止）（2/2） 

 容量市場では、期待容量を適切に評価して対価を支払う必要があるため、個々の電源等の計画
外停止率の違いを考慮して調整係数に反映することが望ましいが、容量市場で調達する容量の
必要量は、系統の供給信頼度評価の考え方を踏まえて設定されることに鑑みれば、調整係数の
設定にあたって、電源等の計画外停止率は考慮しないこととしてはどうか。 

 ただし、今後、系統の供給信頼度評価の考え方が変更され、個々の電源等の計画外停止率を
考慮することになった場合には、この扱いを変更することとしてはどうか。 

 具体的な調整係数の算定方法については、上記の考え方も踏まえ、引き続き、広域機関におい
て技術的な検討を進めることとしてはどうか。 
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論点１５：電源の立地や特性等に鑑みたkW価値（参入ペナルティ） 

 10月6日の第12回制度検討作業部会において、正当な理由なくリクワイアメントを満たせなかった
場合には、金銭の支払以外にも、翌年度以降の一定期間は容量市場への参加を制限すること
などの参入ペナルティを課すことが考えられるとの議論が行われたところ。 

 この参入ペナルティを課す場合には、期待容量の調整係数に反映させるのではなく、翌年度以降
の一定期間は容量市場からの受取額に反映させることとしてはどうか。 

2017年10月 
第12回制度検討作業部会 

事務局提出資料 
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（参考）諸外国における容量評価（米国PJM） 

 米国PJMでは、電源については個々に計画外停止率（EFORd）を算定し、容量（UCAP）に
反映させている。 

 夏季と冬季に認証テスト（Verification Test）を実施し、供給力を提供できなかった場合は、
その分だけ容量を減量している。 

※風力と太陽光については、認証テストは実施せず、過去3年分の夏季の稼働実績により評価を行っている。 

出所：PJM  “PJM Manual 18”,  “PJM Manual 21”,  “RPM 101 Overview of Reliability Pricing Model (Apr 2017)” 

米国PJMの容量算定 PJM Manual 18（4.2.5 EFORd） 
EFORd（計画外停止率）は個々の
Unitごとに年間実績値で算出される 
新設の場合は電源種別平均値を採用 

PJM Manual 21（1.1 ICAP） 
申告されたICAPはVerification Test
でチェックされる 
風力と太陽光は、3年以上は実績値、
3年未満は平均値を採用 

Verification Test 

UCAP Calculation 
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（参考）諸外国における容量評価（英国） 

 イギリスでは、電源ごとに一定の調整係数を設定し、最大出力に乗じることで、容量（kW価値）
を算出している。同係数は電源種別の稼働実績の平均値によって設定されている。 

出所：National Grid  “Capacity Market Auction Guidelines (29 June 2015)” 

イギリスの調整係数（De-rating Factor）（2015年） 

※1 Open Cycle Gas Turbine 
※2 Combined Heat and Power 熱電併給システム 
※3 Demand Side Response 

84.6% 

94.5% 

82.3% 

84.9% 

96.6% 

89.0% 

90.0% 

87.9% 

86.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

石油火力 

OCGT(※1) 

原子力 

水力 

貯蔵（揚水含む） 

CCGT

CHP(※2)・自家発 

石炭/バイオマス 

DSR(※3) 

2016年11月 
第3回市場整備ワーキンググループ 

事務局提出資料 

データは最新の2016年版
に差し替え可能 
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論点１５：電源の立地や特性等に鑑みたkW価値（DRの扱い） 

 電力需要を抑制させる下げDRについても、電源と同様に一定の期待容量を有すると考えられるこ
とから、容量市場での取引対象になる。 

※上げDRについては、電力需要を増加させるものであり、期待容量を有するものではないため、容量市場の
取引対象外とすることが適当ではないか。 

 容量市場の取引対象となるDRについては、系統の供給信頼度評価の考え方も踏まえ、具体的
な調整係数の算定方法等の考え方については、広域機関において技術的な検討を進めることとし
てはどうか。 

※必要に応じて落札量の上限を設定することも含めて、技術的な検討を進めることとする。 

 なお、DRの参入要件、リクワイアメントについては、別途議論するものとする（後述） 。 
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論点１５：電源の立地や特性等に鑑みたkW価値（自家発等の扱い） 

 自家発や蓄電池等の容量市場への参加については、通常の電源と同様に発電事業者として参
加する方法と、アグリゲーター経由で参加する方法が考えられる。（自家発や蓄電池等の設備保
有者は、いずれかの方法を選択して参加することとなる。） 

 発電事業者として参加する場合、調整係数の算定方法については、通常の電源と同様に、供給
計画における考え方も踏まえて設定されることになる。 

 アグリゲーター経由で参加する場合、基本的にはDRと同様の方法での参加となるため、個々の自
家発等については独自の調整係数は設定しないこととしてはどうか。 

自家発等の 
容量市場への参加 

発電事業者と 
して参加 

アグリゲーター 
経由で参加 

電気事業法施行規則 

（発電事業に係る発電用の電気工作物の要件） 

第三条の四 法第二条第一項第十四号の経済産業省令で定める要件は、次
の各号のいずれにも該当する発電用の電気工作物（略）であって、それぞ
れの接続最大電力（略）のうち小売電気事業、一般送配電事業又は特定送
配電事業（略）の用に供するためのもの（略）の合計が一万キロワットを
超えることとする。 

一 出力が千キロワット以上であること。 

二 出力の値に占める小売電気事業等用接続最大電力の値の割合が五十
パーセント（出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセン
ト）を超えるものであること。 

三 発電する電気の量（発電のために使用するものを除く。）に占める小
売電気事業等の用に供するためのものの割合が五十パーセント（出力が十
万キロワットを超える場合にあっては、十パーセント）を超えると見込ま
れること。 

電気事業法上の発電事業者の要件 
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（参考）VPP・DRに関連する用語の定義 
2017年9月 

第6回エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会 
事務局提出資料 



（参考）VPP・DRを含む全体概念図 
2017年9月 

第6回エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス検討会 
事務局提出資料 

39 
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（参考）下げDRの例 

出所：平成28年12月 ディマンドリスポンス（ネガワット取引）ハンドブック 
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論点１５：電源の立地や特性等に鑑みたkW価値（差し替え電源等） 

 10月6日の第12回制度検討作業部会において、落札者がやむを得ない理由により供給力を提
供できない場合には、実需給（※）の一定期間前までに市場管理者がその理由の妥当性を確
認した上で、容量オークションで落札していない電源等との差し替えを認めることとし、さらに、相対
取引による差し替えも認める方向で議論が行われたところ。 

※ここでいう実需給とは、実需給年のことではなく、リクワイアメントで求められている当該電源等の稼働が想定
されている時期のことを指している。実需給年に入った後でも、実際の稼働が想定されている時期の一定期
間前までであれば、差し替えを認めることとなる。 

 差し替え電源等の期待容量については、オークション時の通常の電源等の期待容量と同じ考え方
で算定することとしてはどうか。 
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論点１５：電源の立地や特性等に鑑みたkW価値（目標調達量） 

 第10回制度検討作業部会において、容量オークションの実施については、連系線の運用制約
や、各エリアの供給信頼度等を考慮した上で、全国単一オークションとする方向で整理した。 

 さらに、広域機関において、全国単一オークションでオークションの入札結果が連系線の期待量を
超過した際には、市場分断させる方向で検討が進められている。 

 全国単一オークションにおいて、国全体で必要な供給力と目標調達量を設定する際は、連系線
の運用制約を考慮した上で、エリア別に必要な供給信頼度を満たすような量を算出し、それらを全
国で積み上げることが基本となるのではないか。 

 なお、エリア別の供給信頼度の考え方については、今後の広域機関における検討状況に応じて、
適宜、見直していくこととする。 

出所：電力広域的運営推進機関 “調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 平成28年度（2016年度）取りまとめ” 
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論点１６：他制度との整合性（総論） 

 現在、電源等の固定費の一部または全部を支払う仕組みとして、固定価格買取制度や、調整
力公募、電源入札制度が存在する。 

 このような他制度において既に支払の対象となっている電源等については、容量市場における位置
づけや支払の在り方等について、改めて整合性を確保していく必要がある。 

対象となる電源の範囲 一部 全部 

容量市場 
（例外となる電源有り） 

①固定価格買取制度 

②調整力公募 
（需給調整市場） 

③電源入札制度 

電源 
Ａ 

電源 
Ｂ 

ﾈｶﾞﾜｯﾄ 
Ｃ 

… 

相
互
に
関
係 

電源等（ネガワットも含む） 
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論点１６：他制度との整合性（固定価格買取制度との関係） 

 再エネ電源も、供給力としては一定の期待容量を有していると考えられるが、固定価格買取制度
（FIT）の適用を受けているものについては、既にFIT制度で固定費も含めた費用回収が行われ
ているため、容量市場に参加し、対価を受け取ることはできないこととするべきではないか。 

※FIT電源による容量市場への参加は認めつつ、対価相当分をFIT賦課金から控除する等の対応も考えら
れるが、FIT電源はリクワイアメントの達成を求められる一方、容量市場から支払を受けられないことから、こ
のような対応は難しいと考えられる。 

 また、系統の供給信頼度評価の考え方も踏まえ、容量市場で確保する容量からFIT分の期待容
量を差し引くこととしてはどうか。 

※FIT買取期間が終了した電源については、固定費の二重払いにはならないことから、最低入札量を超える
ものについて、基本的に容量市場への参加を妨げるものではない。ただし、出力変動電源については、蓄電
池の設置等を行うなどの工夫を行わない限り、期待容量がわずかとなり、また、リクワイアメントを満たすことは
困難と考えられる。 

※最低入札量については、広域機関において実務上の観点を踏まえ検討中。 

 ただし、バイオマス混焼設備については、バイオマス燃焼分の電力量（kWh）のみがFITによる買
取の対象となっている一方で、FIT制度上は設備全体がFIT電源としての認定対象とされており、
当該設備の全体について他の制度からの支払は行われないことを前提に調達価格や調達期間が
算定されていることから、論点を整理し、容量市場との関係について引き続き検討することとしては
どうか。 
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論点１６：他制度との整合性（需給調整市場との関係）（1/3） 

 第10回制度検討作業部会において、国全体で必要な供給力（kW価値）は全て容量市場で
取引することとし、その上で一般送配電事業者が必要とする調整力（ΔkW価値）は全て需給
調整市場で取引することと整理した。 

 容量市場では実需給の約4年前にメインオークションを開催するため、2020年度の容量市場開
設時に取引される2024年度のkW価値については2024年度に対価が支払われることとなる。 

 他方、2020年度の需給調整市場開設後は、現在の調整力公募で取引されているkW価値分
について、2020～2023年度の取引がされないこととなるため、この期間のkW価値の扱いについ
て整理が必要となる。 

2020年度 

需給調整市場の開設 
（ΔkW価値） 

＜需給調整市場と容量市場の開設スケジュール＞ 

容量市場の開設 
（メインオークションの 
kW価値の取引開始） 

2024年度 

（メインオークションの 
kW価値の支払開始） 

2017年度 

調整力公募 
（ΔkW＋kW価値） 
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 2020年度以降、需給調整市場の開設が予定されている。 

 2020年度から2023年度のkW価値の扱いについては、以下の2案が考えられる。 

①2020年の市場開設時に1年～3年先までを受渡しの対象とする暫定的な容量市場を開設す
る（調整電源等以外も含め全てのkW価値が対象） 

②需給調整市場でkW価値も含めて対価を支払う（調整電源等の一部のkW価値が対象） 

論点１６：他制度との整合性（需給調整市場との関係）（2/3） 

＜kW価値の扱い（イメージ）＞ 

○2017年度の調整力の区分及び 
必要量の概念図（沖縄電力を除く） 

ΔkW ΔkW ΔkW 

～2019年度 2020年度 2024年度～ 

ΔkW 
＋kW 

kW 
Ｈ3需要 

厳気象H1需要 
×103% 

H3需要×108% 

持続的需要変動対応 
（1%） 

偶発的需給変動対応 
（7%）（電源Ⅰ） 

稀頻度リスク（厳気象） 
対応（電源Ⅰ‘） 

2023年度 

調整力公募 需給調整市場 

・・・ 

・・・ 

暫定的な容量市場 

② 

容量市場（メイン、追加オークション） 

・・・ 

② 

① 

H3需要×101%  
kW 

① 

kW 

 
kW 

kW 
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論点１６：他制度との整合性（需給調整市場との関係）（3/3） 

 仮に「①暫定的な容量市場を開設する（調整電源等以外も含め全てのkW価値が対象）」とし
た場合、小売電気事業者の費用負担軽減の観点から、当該期間において一定の経過措置を導
入することが適当と考えられる。 

 しかしながら、受渡期間が短い場合、容量確保の機能が十分に発揮されないという観点や、経過
措置を設けた場合でも、当該期間における小売電気事業者の費用負担が完全に免除されるわ
けでなく、小売電気事業者の事業環境変化に対する十分な準備期間を設ける観点からは、
2020年度から2023年度までの取扱いとして、「②需給調整市場でkW価値も含めて対価を支
払う（調整電源等の一部のkW価値が対象）」の方が望ましいのではないか。 

kW 

年 
2010年度 

経過措置起算時 
2020年度 

・・・ 

2024年度 

42％ 
70％ 63％ 56％ 49％ 

経過措置起算時後の電源 

経過措置起算時以前の電源 

2021年度 2022年度 2023年度 

暫定的な容量市場を開設する場合のイメージ 

・・・ 控除kW 
（段階的に 
 削減） 

容量市場の 
支払対象 

暫定的な容量市場の対象期間 
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（参考）経過措置の考え方（1/2） 

 具体的には、経過措置として、以下のような考え方としてはどうか。 

 容量市場導入直後の小売電気事業者の競争環境に与える影響を軽減する観点から、一
定期間、容量市場から発電事業者への支払額を一定の率で減額する。（減額率は調達容
量に占める控除kWの割合に基づくものとし、控除kWは2020年の容量市場開設時点から
期間とともに減少させる。また、発電事業者への支払額の減額を、小売電気事業者の負担
額の減額に反映させる。） 

 容量市場開設時点の控除kWは、経過措置起算時点以前からの電源の容量（kW）に一
定の比率をかける形で算定する。一定の比率については、そうした電源について、維持のため
の修繕費等や追加投資に要する支出も勘案して定める。 

kW 

年 
経過措置 
起算時 

容量市場 
開設時 

・・・ ・・・ 

調達容量の変化 

経過措置 
終了時 

 控除kW 
（αkWから 
段階的に削減） 

容量市場の 
支払対象 

経過措置期間（β年） 

・・・ 

当該年度の控除kW 
相当分については、
容量市場の支払総額
から減額する 

経過措置起算時後の電源 

経過措置起算時以前の電源 

容量市場 
受渡時 

・・・ 

2017年11月 
第14回制度検討作業部会 

事務局提出資料 



49 

（参考）経過措置の考え方（2/2） 

 経過措置起算時点については、現在進行中の建設案件への影響を防ぐ観点から現時点より前
に設定することが適当であり、かつ、①東日本大震災前後で電気事業を巡る環境が大きく激変し
たこと、②10年目程度まで減価償却コストが多く発生し固定費コストが高いことなどから、東日本
大震災発生時点（2010年度末）としてはどうか。 

 容量市場開設時点の控除率は、経過措置起算時点以前に建設された全ての電源（旧既設電
源）の7割とし、2020年以降、段階的に減少させていくこととしてはどうか。 

 2030年時点では、経過措置起算時点以降2020年までに建設された既設電源（新既設電
源）も、全て建設後10年以上が経過することから、旧既設電源と新既設電源との公平性を確
保する観点や、容量市場開設後一定期間後には卸電力市場価格の価格低減に寄与することが
考えられることを踏まえ、2030年（容量の受け渡し時点）には経過措置を終了させることとして
はどうか。 

 経過措置の更なる技術的な詳細については、本日の議論を踏まえ、必要に応じ、広域機関にお
いて検討することとしてはどうか。 

2017年11月 
第14回制度検討作業部会 

事務局提出資料 
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論点１６：他制度との整合性（メイン・追加オークションのイメージ） 

 10月6日の第12回制度検討作業部会において、メインオークションで必要供給力のほぼ全量を
調達し、追加オークションで過不足分を調整することを基本とすることについて議論を行ったところ。 

 追加オークションについては、下記に対応する量を調達することとしてはどうか。 

①メインオークション以降に生じた想定需要の変化 

②メインオークション以降の電源等の故障等による落札された供給力の変化 

※需要の下振れの可能性を勘案してメインオークション時の調達量を考慮するかどうかは、供給力確保の確
実性を担保する観点や、調達コストの適正化の観点等を勘案して、今後検討することとしてはどうか。 

 こうした要素を勘案しつつ、 メインオークションと追加オークションの具体的な配分については、引き
続き、広域機関において検討することとしてはどうか。 
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論点１６：他制度との整合性（容量市場におけるDRの参入要件） 

 DRについては、約4年前のメインオークション時に実需給時の需要家の需要等を確定することは困
難と考えられるが、メインオークション時においても、一定のDRの参加を見込んでおくことが適当なの
ではないか。こうした観点から、メインオークションの参加登録時の個々のDRの期待容量をどのよう
に算定するかが課題となる。 

 DRの期待容量については、参加登録時の需要家の確保状況に基づいて算定される期待容量を
基礎としつつ、具体的かつ積み上げ型の分析に基づく需要家確保見通しに基づいて算定される期
待容量を加味しつつ、算定することとしてはどうか。 

 ただし、確実な期待容量が確保されていることを担保するため、追加オークションまでに実効性テス
トを実施するとともに、需要家確保状況の報告を求めることとしてはどうか。 

 参加登録時の期待容量の算定時に必要となる書類等や実効性テストの具体的な手法等につい
ては、広域機関において詳細を検討することとしてはどうか。 

2017年11月 電力広域的運営推進機関 第6回容量市場の在り方等に関する検討会 

【市村オブザーバー】 
まず、ヨーロッパ全体でDR市場のある国はフランス、イギリス、ベルギーがメインとなっている。（略）フランス、
イギリス、ベルギーの動作試験に関して言えば、コールドテストと呼ばれる抜き打ち試験がある。コールドテストはい
つ発動されるのか事前に通知されることはない。例えばフランスでは、AOEはあくまでもDR専用市場であるものの、
稀頻度リスクに活用することを視野に入れて作られた市場である。我々がRTEと協議する中で、RTEからはグリッドバ
ランスのためのラストリゾートの１つとしてDRを使っているとよく言われる。（略）実際に去年の６月に約220万kW
の不足インバランスが生じた際、我々はDR事業者として56万kWのDRを発動した。このようにDRを実際に行えた事
は、やはり抜き打ち試験の存在により、我々DR事業者も需要家も緊張感を持って事業を行っていることが背景として
ある。 



論点１６：他制度との整合性（調整力を持つ電源等の活用） 

 容量市場で落札された電源等が、一般送配電事業者の調整力として活用される場合（※）、
需給調整市場に入札し、落札されることが必要。 
※バランシンググループ（BG）の供給力として活用されるためには、相対契約や卸電力市場への入札が必要と考えられる。 

 このため、主に調整力として活用される電源等の扱いを検討するにあたっては、容量市場と需給調
整市場の関係について整理することが必要。 

 なお、DRについては、発動後の継続時間や年間の発動回数に制約がある等、電源とは異なる特
性を有しているが、新たな市場環境下では、電源よりも効率的な条件においては積極的に活用さ
れるべきであり、DRの発動に関してはより一層の信頼性が求められる。 
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（参考）調整力公募における電源Ⅰ‘の入札結果 

 電源Ⅰ’については、昨年（平成28年）秋の調整力公募において公募を開始し、全国で132万
kWが落札され、そのうち、DRが95.8万kWを占める結果となった。 
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エリア 東北 東京 中部 関西 九州 エリア合計 

落札量 7.4 59.9 19.2 17.0 28.5 132.0 

うちDR - 49.7 19.2 17.0 9.9 95.8 

運
用
要
件 

指令応動時間
が３時間以内 

・平日時間において、中給からの指令により、3時間以内に電源Ⅰ‘(kW)契約電力の供出が可能であるこ
とが必要です。 

運転継続時間
が原則３時間
以上 

・原則として3時間にわたり当社の指令に応じた電源Ⅰ‘(kW)契約電力の供出が継続可能であることが必
要です。 
・電源Ⅰ‘(kW)契約電力での運転継続時間が3時間に満たないものは、所定の計算方法で算定して落
札者決定過程で評価します。 

平日時間にお
ける発動回数
が12回まで応
じられること 

・平日時間における当社からの指令による電力の供出回数は、12回までとさせていただきます。 
・平日時間以外の時間および平日時間における発動回数が年間12回を超過する場合においても、当社
から電力の供出を要請する場合があります。この場合、可能な限り要請に応じていただきます。 

（容量：万kW） 

出所： 平成２８年度電源Ⅰ’厳気象対応調整力（kW/kWh）募集要綱（2016.10.31 東京電力パワーグリッド株式会社）より抜粋 

※原則として定期検査等は、厳気象発生月以外の期間にて実施。 

＜電源Ⅰ‘の募集要項（抜粋）＞ 

＜調整力の公募結果（抜粋）＞ 

電力・ガス取引監視等委員会（第６９回）（2017.2.3 電力・ガス取引監視等委員会）事務局提出資料より抜粋 



論点１６：他制度との整合性（調整力を持つ電源等のリクワイアメント） 

 10月6日の第12回制度検討作業部会において、容量市場におけるリクワイアメントについて議論
し、DR等については別途検討を行うこととしていたところ。 

 主に調整力として活用することを想定した電源等（DR、揚水等）については、容量市場において
落札された場合、需給調整市場等において調整力として適切に活用されなければ、容量としての
価値が発揮されないおそれがある。 また、そうした調整力として活用される電源等は、稼働状況等
が他の一般の電源等とは異なると考えられる。 

 こうした主に調整力等に用いられる電源等については、調整力として活用されることを念頭に、リクワ
イアメントにおける「一定時間稼働する」等の要件を変更することとし（例：年間で一定回数を発
動可能な状態にしておく等）、詳細については、広域機関において検討することとしてはどうか。 

※調整力として必要な電源等の上限を設けるという考え方もあるが、広域機関において状況を見て、必要に応
じ対応することとしてはどうか。 
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• （略）容量市場のリクワイアメントとしては、以下が考えられるのではないか。 
＜平常時からのリクワイアメント＞ 

①年間で一定時期や一定時間以上、稼働可能な計画としていること。 
②計画外停止をしないこと。 
（略） 

＜需給ひっ迫のおそれがあるときの追加的なリクワイアメント＞ 
③需給ひっ迫のおそれがあるときに、稼働可能な計画となっている電源等につ

いて、小売電気事業者との契約により電気を供給すること、若しくは、ス
ポット市場等の卸電力市場・需給調整市場に応札すること、加えて、一般送
配電事業者の指示等があった場合に電気を供給すること等。 

（略） 

2017年10月 
第12回制度検討作業部会 
事務局提出資料より抜粋 

容量市場におけるリクワイアメント 

• なお、一般送配電事業者が必要とする調整力を保有する電源等
についても容量市場の対象としていることも踏まえ、調整機能
を有している電源等のうち、ゲートクローズ以降の供給余力と
して参加可能なものについては、需給調整市場で検討される仕
組みに基づいて、調整力として利用可能な状態となっているこ
とも求めることとしてはどうか。 

• また、DR等の従来型電源と異なる供給力のリクワイアメント
については、技術的な課題がある場合、広域機関において別途
検討することとする。 



（参考）諸外国におけるDRの取扱い 

 米国PJMや英国では、DRに対し、平常時のリクワイアメントおよび需給ひっ迫のおそれがあるときの
追加的なリクワイアメントが設けられている。 
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米国PJM 英国 

入札対象リソース 
発電、DR、省エネ（Energy Efficiency）、輸入、ア
グリゲート（間欠性発電・蓄電池・DR等） 

2MW以上の電源※、DR、輸入 
※FIT、CfD、ROなど再エネ支援インセンティブを受けている 
設備は除く 

DRに対する 
リクワイアメント 

 供給期間を通じ、十分な容量（UCAP）を保持して
いるかアセスメントが実施される。 

 容量市場にコミットしたDRリソースは、PJMの負
荷削減プログラム（Load Response Program）に
登録し、需給ひっ迫時等緊急に負荷削減が必要な際
に、PJMからのディスパッチ要請に応答可能でなけ
ればならない。 

 契約容量を提供可能であることを証明するテスト
（DSRテスト）に通過しなければならない。 

 容量市場にコミットしたDRリソースは、発電リ
ソースと同様、需給逼迫時に、事前に定められた負
荷削減量を提供しなければならない。 
 

DRに対する 
ペナルティ 

 アセスメントの結果、容量（UCAP）が不足する場
合は、金銭的ペナルティが課せられる。 

 定められた負荷削減に失敗した場合、不足分に応じ
て金銭的ペナルティが課せられる。 

 負荷削減が要請されなかったDRに対しては、別途、
負荷削減テストが複数回実施され、通過できない場
合には、金銭的ペナルティが課せられる。 

 負荷削減に失敗した場合は、金銭的ペナルティ（容
量に対する支払いの一部返金）が課せられる。 
 

出所：PJM  “PJM Manual 18 PJM Capacity Market” 
   PJM  “RPM 301 Performance in Reliability Pricing Model (20 April 2017)” 
   National Grid  “The Capacity Market (Amendment) Rules 2017”    
   National Grid  “Capacity Market DSR Testing Process (June 2017)” 
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論点１６：他制度との整合性（電源入札制度との関係）（1/2） 

 広域機関による電源入札制度は、最終的に供給力不足が見込まれる場合に備えたセーフティ
ネットであるのに対し、容量市場はセーフティネットに頼らずとも発電投資が行われることを目的とし
ている。 

 将来の供給力不足が見込まれるときは、容量市場における価格メカニズムを通じて、電源開発投
資が促進されることが期待されるが、それでもなお供給力不足を回避できない場合に、電源入札
の実施が検討されることになる。 

 容量オークションに入札可能な新設電源等が故意に入札を見送り、結果としてセーフティネットであ
る電源入札が実施された場合、国全体での調達コストが高くなってしまう可能性があることから、電
源入札の実施はあらかじめ予見できないような工夫が必要。 

 なお、電源入札で確保された電源等は、固定費の二重払いを避ける観点から、容量市場による
支払の対象外とすることが基本となるのではないか。 
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論点１６：他制度との整合性（電源入札制度との関係）（2/2） 

 容量市場の導入後、市場管理者である広域機関は、容量オークションの参加登録・入札・約定
結果等により、至近3年分の信頼度評価を行うことが可能になることが期待される。 

 このため、至近3年分の電源入札の実施については、容量オークションの約定結果等を踏まえて判
断することとしてはどうか。 

※例えば、2022年度までに実施される2024年度～2026年度の容量分のメインオークションの約定結果等
を踏まえて、2023年度中に2024年度～2026年度の信頼度評価を判断することとしてはどうか。 

 信頼度評価の具体的な方法や、供給計画及び需給検証との関係については、引き続き、広域
機関において検討していくこととしてはどうか。 

 なお、4年後以降の電源入札の実施判断は、引き続き、供給計画をベースに行う必要がある。ま
た、追加オークションの実施は約1年前となるため、十分なリードタイムを確保できない可能性があ
ることに留意が必要。 
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（参考）電源入札制度 

 電力システム改革専門委員会報告書（2013年2月）においては、中長期の供給力確保に際
し、最終的には必ず電源の建設が行われることを担保するための方策として、電源入札制度が位
置づけられた。 

電力システム改革専門委員会報告書（一部抜粋） 
４．中長期の供給力確保策 
（１）中長期の供給力確保に必要な機能  
（中略）市場をベースにした各事業者の経済活動を通じて中長期の供給力確保がなされることが期待
されるが、何らかの理由で電源開発投資が行われず長期的な供給力が不足する場合への備えとして、
最終的には必ず電源の建設が行われることを担保する機能も必要である。 

 
（３）最終的な電源入札制度の創設 
将来の供給量が絶対的に不足すると見込まれる場合は、容量市場の価格が高騰するため、市場が適切
に機能すれば、価格メカニズムを通じて電源開発投資が促されると考えられる。しかしながら、何ら
かの理由で電源開発投資が行われない場合に備え、将来的な供給力不足を回避する最終手段として、
広域系統運用機関が電源建設者を公募入札する仕組みを設けることとする。投資回収できないコスト
が発生した場合には、 送電料金へのサーチャージ等により全需要家で広く負担することとする。現行
の電気事業法においては、電気事業者に電源建設を命じる仕組みはなく、自由化された電力市場にお
いても最終的には必ず電源が建設される本入札制度は、安定供給に万全を期すことに特に配慮した制
度と言える。なお、制度設計に当たっては、将来の経済状況の変化などの変動要素により、中長期的
に必要な供給量が左右されることに留意が必要である。 

2016年11月 
第3回市場整備ワーキンググループ 

事務局提出資料 
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（参考）電源入札制度 

広域的運営推進機関 

発
電
事
業
者
等

Ａ 

発
電
事
業
者
等

Ｂ 

発
電
事
業
者
等

Ｃ 

応募 応募 応募 

入札により建設者に決定 

コストの一部を補填 

全国の 
需要家 

費用負担 

発電所を建設し、 
電気を売電 

売電 

電源建設者を募集 

売電収入 小売事業者、 
送配電事業者、 
卸電力取引所等 

（１）入札の実施方
法 

（２）供給力提供期
間 

（３）応募者が満
たすべき基本要件、
電気の販売に関す
る制約 

（４）上限価格 電源建設等の計画案（当該
計画を実施するために必要
な補填額を含む。）を応募。 

○ 広域機関として電源入札の実施についての判断を行った後に、具体的な入札の実施要綱を策定。実施要綱
に記載すべき事項は、例えば以下のとおり。 

 (1) 電源入札の実施方法 

 (2) 供給力提供期間 

 (3) 応募者が満たすべき基本要件、電気の販売に関する制約 

 (4) 上限価格 

 

・これらは、原則的な考え方は予め明らか
にしておくことが必要となるが、入札の内
容に応じて個別の事案に即した判断も求
められる。 

（注）広域機関による電源入札制度の対象には、新規電源の建設のみならず、既存電源の維持も含まれる。 

2016年11月 
第3回市場整備ワーキンググループ 

事務局提出資料 
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（参考）広域機関における議論 
2017年10月 電力広域的運営推進機関 
第3回容量市場の在り方等に関する検討会 

事務局提出資料 
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論点１７：容量市場の情報公開・フォローアップ 

 容量オークションの開催において、事前に上限価格を公開するか等、どこまでの情報公開を行うか
については、海外事例も参考に、公正な競争の観点や市場支配力行使を防止する観点から、そ
の範囲を決める必要がある。 

 容量市場における参加者の行動や入札結果、容量の増減について確認し、広域機関や電力・ガ
ス取引監視等委員会とも連携しながら、容量市場が効果的に機能しているかどうかを定期的に検
証していくこととしてはどうか。 

 検証の結果を踏まえ、市場が効果的に機能していないことが疑われる場合は、必要に応じて既存
の制度にとらわれずに見直しを実施する枠組みを設けてはどうか。 
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今後の検討の進め方 

 本作業部会で議論した基本的な考え方を踏まえ、技術的な内容を含む詳細については、引き続
き、広域機関において検討を行うこととし、重要な論点については、必要に応じて国の審議会等で
報告を受け、審議していくこととしてはどうか。 

審議会等 

広域機関が主催する検討会等 

国 

広域機関 

 基本的な考え方の整理               
 制度設計案の審議                          

広域機関ルール 
への反映 

 技術的な内容を含む詳細な検討 
 必要な容量やその確保方法の検討 等 

各種制度の見直し 


